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	２　 前項の報告前に、契約者及び利用者の過失によりパスワード等が第三者に漏洩し損害が生じた場合であっても、契約者及び利用者が被る損害について、当社は一切の責任を負いません。また、ID及びパスワードが第三者に使用された場合、当社は当該IDを付与された契約者及び利用者が使用したものとみなします。
	３　 当社は、契約者および利用者の事前許諾を得ることなく、ID及びパスワードを変更する場合があります。
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	(４) 犯罪にあたる行為があった場合
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	(７) その他当社が契約者または利用者として不適当と判断した場合

	第８条 （継続及び解約）
	１　 当社と契約者の契約期間は別途記載があるものを除き１年間とします。
	２　 契約者から契約期間満了月までに当社所定の方法による解約の申出がないときは、本規約の条件でさらに本サービスを１ 年継続し、以後も同様とします。
	３　 契約期間の途中での解約又は前条の違反によるサービス停止解約の場合、利用料等の返金はしません。

	第９条 （反社会的勢⼒の排除）
	１　 契約者及び当社は、本契約申込時及び将来にわたり、⾃⼰、⾃⼰の役員若しくは⾃⼰の重要な使⽤⼈（以下、「⾃⼰等」といいます。）⼜は経営を実質的に⽀配する者が、暴⼒団関係者その他反社会的勢⼒（以下、「反社会的勢⼒」といいます。）ではないこと、⾃⼰等が反社会的勢⼒の威⼒等を利⽤し、⼜は反社会的勢⼒の維持運営に協⼒する等、反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を持たないこと、および法的な責任を超えた不当な要求等（これに準ずるものを含みます。）をしないことを表明し、保証します。
	２　 契約者⼜は当社は、相⼿⽅が前項に違反した場合は、何らの催告を要せずに本契約の全部⼜は⼀部を解除することができます。
	３　 契約者⼜は当社は、相⼿⽅が第1項に違反したことにより損害を被った場合は、相⼿⽅に対し、当該損害について賠償を請求できるものとします。また、前項に基づいて本契約を解除された当事者がその解除により損害を被ったとしても、解除した当事者はこれによる損害賠償を要しません。

	第１０条 （利用者情報）
	１　 契約者および利用者情報は、当社のプライバシーポリシーに従って管理します。
	２　 契約者および利用者情報は、弊社で厳重に管理・保管し、当社が定める時期に適切な方法により廃棄処分します。
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	(２) コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合
	(３) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
	(４) その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合

	第１３条 （規約の明示と改定）
	１　 当社は、本規約の内容についてホームページ等を利用し明示します。
	２　 当社は、適宜本規約を改定することができるものとします。
	３　 当社が本規約を改定する場合、その適用日以前に、改定する事項についてホームページ等を利用し告知します。

	第１４条 （免責及び損害賠償）
	１　 当社サービスにより取得した資料、情報等について、契約者及び利用者は自らの判断と責任によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して契約者及び利用者又は第三者が損害を被った場合にあっても、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者及び利用者が退会、またはお試し利用期間の終了その他の理由 により契約者及び利用者の資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該契約者及び利用者に対して効力を有するものとします。
	２　 契約者及び利用者が本規約及びその他法令等に違反する行為によって、当社に損害を与えた場合には、当社は当該契約者及び利用者に対してその損害賠償を請求できるものとします。
	３　 本サービスに関し当社の故意又は重過失により当社が損害賠償責任を負う場合、契約者が当社に本サービスの対価として支払った年会費・利用料を限度として賠償責任を負うものとします。

	第１５条 （準拠法及び合意管轄）
	第１条 （定義等）
	１　 各会員制度、各情報誌読者向け等のデータベース・オンラインサービス、オプションサービス、Webセミナー等により主契約に係るメインIDのほかにサイトサービスアクセスのためのIDを発行する場合があります（以下、サブID等といいます）。
	２　 前項のサブID等のうち、主契約の契約者が別途利用者を指定し主契約で利用可能なデータベースを有料で利用させる場合に結ぶ契約を「付帯ID利用契約」といい、「付帯ID」とは付帯ID利用契約を結ぶことで発行されるユーザーIDをいいます。

	第２条 （利用期間）
	１　 サブID等の契約利用期間は、主契約と同一期間内とします。
	２　 サブID等のうち利用期間を別途定めている場合はそれに拠ります。ただし、本主契約を終了した場合は当該サブID等の利用は終了するものとします。
	３　 主契約の契約期間の中途でサブID等の新規登録あるいは変更を行ったときは、初年度の当該IDサブ等の利用期間は主契約の契約期間満了時に満了するものとします。

	第３条 （発行数）
	１　 税研ウェブサービスの各商品の基本サービスに組み込まれるサブID数は、税務通信データベース、経営財務データベース、税務研究会は１本、企業懇話会、国際税務研究会(P会員・R会員)は２本とします。 Webセミナー定額ブランの追加発行は4本まで、付帯IDは８本までとします。 そのほか、オプションサービスに係る閲覧IDなどのサブID等は別途当社ホームページ・メンバーサイト等で表示する数量とします。
	２　 会員制度 税務研究会、企業懇話会、国際税務研究会の各デジタル版は別途１本IDを発行します。
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	１　 サブID等の発行を希望する者は、別途当社指定の手続きを完了することにより、利用者１名に付き１本のID発行を申請登録できます。
	２　 前項に定める登録内容に変更が生じたときは、当該契約者または利用者は遅滞なく変更事項を当社に通知するものとします。

	第６条 （利用料及び対価の支払）
	１　 付帯ID利用契約の対価は、別途当社が定める利用料とします。
	２　 対価の支払者及び支払方法は、主契約と同一とします。
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	２　 当社は、適宜本規約を改定することができるものとします。
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	１　 当社サービスにより取得した資料、情報等について、契約者及び利用者は自らの判断と責任によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して契約者及び利用者又は第三者が損害を被った場合にあっても、当社は一切の責任を負わないものとします。契約者及び利用者が退会、またはお試し利用期間の終了その他の理由 により契約者及び利用者の資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該契約者及び利用者に対して効力を有するものとします。
	２　 契約者及び利用者が本規約及びその他法令等に違反する行為によって、当社に損害を与えた場合には、当社は当該契約者及び利用者に対してその損害賠償を請求できるものとします。
	３　 本サービスに関し当社の故意又は重過失により当社が損害賠償責任を負う場合、契約者が当社に本サービスの対価として支払った年会費・利用料を限度として賠償責任を負うものとします。
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	２　 前項のサブID等のうち、主契約の契約者が別途利用者を指定し主契約で利用可能なデータベースを有料で利用させる場合に結ぶ契約を「付帯ID利用契約」といい、「付帯ID」とは付帯ID利用契約を結ぶことで発行されるユーザーIDをいいます。
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	３　 主契約の契約期間の中途でサブID等の新規登録あるいは変更を行ったときは、初年度の当該IDサブ等の利用期間は主契約の契約期間満了時に満了するものとします。
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	１　 税研ウェブサービスの各商品の基本サービスに組み込まれるサブID数は、税務通信データベース、経営財務データベース、税務研究会は１本、企業懇話会、国際税務研究会(P会員・R会員)は２本とします。 Webセミナー定額ブランの追加発行は4本まで、付帯IDは８本までとします。 そのほか、オプションサービスに係る閲覧IDなどのサブID等は別途当社ホームページ・メンバーサイト等で表示する数量とします。
	２　 会員制度 税務研究会、企業懇話会、国際税務研究会の各デジタル版は別途１本IDを発行します。
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	１　 サブID等の発行を希望する者は、別途当社指定の手続きを完了することにより、利用者１名に付き１本のID発行を申請登録できます。
	２　 前項に定める登録内容に変更が生じたときは、当該契約者または利用者は遅滞なく変更事項を当社に通知するものとします。
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	２　 対価の支払者及び支払方法は、主契約と同一とします。
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